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第３期計画の策定について 

第３期計画は、こども大綱等を勘案しつつ、 

①  子ども・子育て支援法第６１条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画 

②  次世代育成支援対策推進法第８条に基づく市町村行動計画 

のほか、子どもの貧困対策推進法に基づく子どもの貧困対策についての計画も包含すること

とし、子ども・子育て会議でご意見をいただきながら、策定作業を進めていくこととしま

す。 
       令和２年度～６年度                    令和７年度～１１年度 

（仮）第３期子ども・子育て支援計画 

 子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援対策地域行動計画 

子どもの貧困対策推進計画 

 

 

  

  

    

 

 

 

第２期子ども・子育て支援事業計画 

   
次世代育成支援対策地域行動計画 

 


